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【基本方針】 

 

「船川港港湾機能継続行動計画」は、地域防災計画における最大地震及びそれに伴う津

波が発生した場合に、二次災害の発生を抑止しつつ緊急物資の海上輸送を確保するととも

に、当該港湾が船川港背後地域の「一般貨物輸送拠点」であることを踏まえ、一般貨物輸

送の機能低下抑制及び早期機能回復を最優先に対応することを基本方針とする。 

  

 

【実施体制】 

 

船川港港湾機能継続行動計画の「策定」、「事前対策」や「教育・訓練」、さらにはＰ

ＤＣＡの手法による継続的な「見直し・改善」を行う恒久的組織として、港湾関係者によ

る「船川港港湾機能継続協議会」を設置し、継続的に運営していくこととする。 

協議会委員名簿を P2 に示す。 
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船川港 港湾機能継続協議会 規約 
 

 

（名称） 

本協議会は、船川港 港湾機能継続協議会（ 以下「協議会」という） と称する。 

 

（目的） 

被災後の港湾機能を早期に復旧するためには、港湾関係機関の間で、初動体制の確立ならびに

施設復旧・物資輸送の回復のための行動の対応を連携して行う必要がある。 

本協議会では、「東北広域港湾機能継続方針」に基づき、通常時から関係者間で密接な連携関

係を構築するとともに、船川港の「港湾機能継続のための行動計画」の策定ならびに訓練の実施

等を行うために設置する。 

 

（業務） 

本協議会は、目的を達成するため、次の業務を行う。 

①船川港の施設復旧のための行動計画に関すること。 

②船川港における緊急物資輸送のための行動計画に関すること。 

③船川港における幹線物流機能継続のための行動計画に関すること。 

④行動計画に基づく訓練の実施ならびに訓練結果の各行動計画への反映に関すること。 

⑤その他、本会の目的を達成するために必要な事項。 

 

（会員） 

本協議会は、別紙に掲げる船川港に関連する行政機関、船川港の物流運営を司る民間企業、団

体等で構成する。ただし、必要に応じて構成員以外の関係機関、団体等を追加することができる。 

 

（座長、副座長） 

本協議会に座長及び副座長を置く。 

①座長は東北地方整備局秋田港湾事務所長とする。 

②副座長は秋田県建設部港湾空港課長とする。 

③座長は本会を代表し、会務を統括する。 

④副座長は座長を補佐する。 

 

（事務局） 

本協議会の事務局は、東北地方整備局秋田港湾事務所及び秋田県建設部港湾空港課におく。 

 

（会議の開催） 

本協議会は、座長が必要に応じて招集することができる。また、座長は必要に応じて会員以外

の関係者の出席を求めることができる。 

 

（規約の改正） 

この規約は、必要に応じて改正でき、会員の承認をもって適用される。 

 

（その他） 

この規約に定めのない事項及び疑義のある事項については、本会で協議の上、これを定める。 

 

付則  この規約は、平成２５年５月２９日より適用する。 

付則  この規約は、平成３０年１月３１日より適用する。 
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船川港港湾機能継続協議会 委員名簿 

 

業種 所属 

港運事業者 

倉庫事業者 
秋田海陸運送株式会社 取締役総括部長 

陸運事業者 船川港通運株式会社 取締役 

水先人 秋田船川水先区水先人会 会長 

タグボート 秋田曳船株式会社 監査役 

専用岸壁管理者 
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

秋田国家石油備蓄基地事務所 所長 

専用岸壁管理者 秋田石油備蓄株式会社男鹿事業所 副所長 

港湾利用者 秋田プライウッド株式会社 常務取締役 

港湾建設企業 
災害対策支援協議会秋田港湾地区委員 

（東亜建設工業株式会社西奥羽営業所 所長） 

港長 第二管区海上保安本部秋田海上保安部 部長 

通関業務 函館税関秋田船川税関支署 支署長 

港湾管理者 

（副座長） 
秋田県建設部港湾空港課 課長 

港湾管理者 秋田県建設部船川港湾事務所 所長 

地方整備局 

（座長） 
東北地方整備局秋田港湾事務所 所長 

  



 

 - 3 - 

災害協定 

 

■ 港湾関係での災害発生時における応急対策業務に関する包括的協定 

協 定 先 一 覧 

東北地方整備局 

港湾管理者   秋田県 

民間協力者 

(一社)海洋調査協会 

(一社)港湾技術コンサルタンツ協会 

(一社)日本埋立浚渫協会 東北支部 

(一社)日本海上起重技術協会 東北支部 

(一社)日本潜水協会 

全国浚渫業協会 日本海支部 

全国浚渫業協会 東日本支部 

東北港湾空港建設協会連合会 

（ 目的 ） 

・災害が発生した場合における港湾被害の拡大防止と被災施設の早期復旧により港湾機能の 

早期回復に資することを目的とする。 
 
（ 内容 ） 

・被災状況に応じて、派遣する会員（民間協力者）を特定し、出動要請。 

※大規模災害時は国が応急対策業務のために必要な調整を行う。（包括協定書第６条） 

・会員保有の資機材等情報の報告。並びに相互に情報共有。 

・出動要請に基づき、応急対策業務を実施。 

テックフォース隊とともに被災地で同活動の支援。 

・緊急時の連絡体制の整備・共有。 

 

■ 秋田県が結ぶ災害協定 

協定名 災害時における応急対策業務に関する基本協定 

協定先 一般社団法人 秋田県建設業協会 
 
（ 趣旨 ） 

・秋田県内において災害が発生、又は発生のおそれがある場合において、秋田県地域防災計画に

基づき、秋田県が一般社団法人秋田県建設業協会に対し、県建設部が所管する公共土木施設（

県営住宅団地を含む）の応急対策の実施について協力を要請するもの。 
 
（ 協力業務の内容 ） 

・被災情報の収集及び連絡 

・被災状況の調査 

・重機・資機材等の調達 

・応急対策工事の実施 

・その他特に必要な業務 
 

 参 照  

参考資料１－１ 「港湾関係での災害発生時における応急対策業務に関する包括的協定書」 

参考資料１－２ 「災害協定登録企業所有の作業船一覧」 

参考資料１－３ 「災害時における応急対策業務に関する基本協定」 
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１．港湾機能継続計画策定の必要性 

 

（１）目的 

東日本大震災においては、大規模な地震・津波により港湾機能が停止、また、長期間にわた

り制限を受けた。港湾は、地域の産業・物流や雇用と直結していることから、地域の産業活動に

大きな影響を及ぼした。 

大規模な地震・津波が発生した際に、ある一定の港湾機能を継続させ、迅速な機能復旧を行

うためには、港湾機能継続協議会を設置し、大規模災害における組織的対応スピードを向上させ

ることが重要である。その方策として、事前に、大規模災害が発生した場合に効率的かつ効果的

に対応するための機能復旧手順や関係者の行動基準を港湾機能継続計画（港湾ＢＣＰ）として定

めておく必要がある。特定の地震や津波等とこれによる被害を想定した行動計画であっても、事

前に対応策を検討し、計画として定めておくことによって、危機における組織的対応のスピード

と的確さが大きく異なるからである。 

港湾ＢＣＰ策定の目的の一つは、港湾物流に対するこのような脅威に組織的対応の効果と効

率性を向上させることにある。すなわち災害時における行動基準としての港湾ＢＣＰの共有に加

えて、港湾ＢＣＰ策定の過程や港湾ＢＣＰに基づく即応訓練の実施を通じ、災害時に港湾機能の

継続と地域へのインパクトの最小化を目指して港湾関係者が一体となった迅速かつ臨機応変な対

応（事業継続マネジメント）ができる体制の構築が港湾ＢＣＰの根幹となる。 

 

（２）位置づけ 

本計画は、関係者より構成される船川港港湾機能継続協議会の検討を踏まえて策定するもの

である。具体的には、特定の想定地震や津波等による被害想定の下で、重要機能の回復目標を関

係者間で共有するとともに、関係者が共同で行う必要がある発災時対応を定める。計画には必要

に応じて事前準備に関する対応を定める。 

なお本計画は、港湾機能の有する現時点の脆弱性を踏まえて策定されたものであり、今後、

事前準備の充実等に対応して定期的な見直しを行う。 

 

（３）協議会会員の行動規範と本計画の活用方法 

本計画は、ある特定の地震や津波等の想定とそれによって引き起こされるものと想定される

被害を踏まえて策定したものであるが、災害の規模等がどのようなものであったとしても港湾関

係者が取るべき基本的な行動プログラムを含む。 

協議会会員は、港湾ＢＣＰが提示する地震・津波等の想定災害と機能回復目標を踏まえつつ

それぞれの業務継続に必要なＢＣＰを策定することを求められる。港湾ＢＣＰは訓練等の実施を

通じて日頃より定期的に見直しが行なわれるとともに、港湾関係者はその行動プログラムを共通

認識として常に確認しておくことが重要である。これらの継続的な見直しを通じて、災害に対し

て臨機応変に対応することができる組織力を高めることができるものと期待される。また、港湾

ＢＣＰの下で必要に応じて策定される事前対策（リスク対応計画）は災害に対する港湾施設の粘

り強さや回復力の向上を図る上で有効である。 

なお、本計画は、発災後に各会員が対応すべき活動と、対策の全体像を整理したものである

ため、個々の会員組織が分担する詳細な行動計画や具体的な対策については、各会員のＢＣＰに

委ねられる。 

実際に大規模災害が発生した場合、会員は、港湾ＢＣＰに定められた機能回復目標の達成を

目指して、臨機応変に行動することを求められる。 

なお、本計画が対象とする大規模災害は、地震でいえば震度6弱以上、津波でいえば当該港湾

周辺の陸域への浸水被害が発生した場合とする。また、協議会座長又は副座長が必要と判断した

場合は、本計画を発動するものとする。 

 

（４）本計画の対象 

原則として、公共岸壁、航路・泊地、臨港道路、埠頭用地、荷役機械等を対象とする。 
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表１-１ 計画対象地区 

施設 施設概要 主要貨物 

緊急物資    

産業系 

バルク 

本港地区 

公共 

本港地区：岸壁(-10)185m1B（15,000 ㌧岸壁） 

      埠頭用地 2.5ha 

石灰石、石材 

原木、廃土砂 

本港地区：岸壁(-8)145m1B（7,000 ㌧岸壁） 

      埠頭用地 2.1ha 
木材（製材） 

本港地区：岸壁(-7.5)260m2B（5,000 ㌧岸壁） 

      埠頭用地 4.2ha 
原油 

 

施設 施設概要 

その他 

関連施設 

航路・泊地 
平沢地区：航路(-20)、泊地(-19) 

本港地区：航路(-13)、泊地(-13)、泊地(-10)、泊地(-7.5～-8.0) 

臨港道路 貨物・緊急物資輸送に必要な臨港道路及びその他道路 

 注）本計画（復旧目標や被害想定）では、岸壁、埠頭、荷役機械、航路・泊地を対象としている。上表は、

本計画に関連する主要施設をまとめたものである。 

 

 参 照  

参考資料２－２ 「船川港係留施設利用状況表」 

 

 

表１-２ 参考：対象係留施設の構造形式 

施設 施設概要 構造形式 

緊急物資    

産業系 

バルク 

【公共】 

本港地区 公共 

本港地区：岸壁(-10)185m 1B（15,000 ㌧岸壁） 重力式 

本港地区：岸壁(-8)145m 1B（7,000 ㌧岸壁） 重力式 

本港地区：岸壁(-7.5)260m 2B（5,000 ㌧岸壁） 重力式 
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                                   《写真：H29.6/6》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※岸壁については-7.5m 以深を対象。 

図１-１ 計画対象施設位置図  

航路・泊地 

  

本港地区 

岸壁(-10)1B 

南防波堤 

船川防波堤 

本港地区 

岸壁（-7.5）2B 

本港地区 

岸壁（-8）1B 

臨港道路 
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２．想定地震・津波の規模及び回復目標の設定 

２-１ 被害想定の前提条件 

（１）日本海中部地震からの復旧 

震度５を記録した日本海中部地震では、船川港は震源域からは男鹿半島により遮蔽される位置

にあったためか、津波による浸水域もほとんど無く、被害も、ひき波による盛土の吸い出しが若

干見られる程度であった。また港内地盤は軟岩で、浅いところにあるため、施設の構造形式は重

力式の直接基礎となっていて、特に係船岸壁は、プレパクトコンクリートの重力式が多く、これ

に被害が集中した（復旧については、原型復旧を実施した。）また、現在の船川港の係留施設構

造図について、次頁に記す。 

今後は、これらと被災を受けなかった岸壁も含めて劣化の進行を考慮していく必要がある。 

 

（２）東日本大震災を受けて 

未曾有の被害を生み出した東日本大震災を受け、秋田県では、県の防災対策の基本となる地

域防災計画の全面的な見直しを行うこととし、地震被害想定調査を実施。過去に発生した地震を

もとに設定した単独地震はもとより、東日本大震災を参考に「想定外をつくらない」という考え

のもと、連動地震を設定した「秋田県地震被害想定調査報告書」（平成25年8月）を作成した。 

この「秋田県地震被害想定調査報告書」をもとに、東日本大震災での経験も踏まえ、本行動

計画における地震・津波の被害想定と復旧目標を設定した。 

その後、平成２６年９月に国の「日本海における大規模地震に関する調査検討会」が津波断層

モデルを公表したことを受けて、「秋田県地震被害想定調査」（平成２５年８月）の津波断層モ

デルと併せて、平成２７年度に秋田県総合防災課が再検討し、平成２８年３月に結果を公表して

いる。（※P9《 想定最大浸水深(ケース２) 》） 

その結果、浸水想定区域や浸水深に変化が見られないことから、本行動計画における地震・

津波の被害想定と復旧目標はこれまでのものと同様としている。 
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図２－１ 船川港 係留施設構造図 
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２-２ 想定地震・津波の規模 

「秋田県地震被害想定調査報告書」（平成25年8月 秋田県）をもとに、船川港における想定

地震・津波災害を以下に示す。 

 

表２-１ 船川港の想定地震・津波災害 

ケース ケース１（地震） ケース２（地震＋津波） 備考 

参考地震 
海域 A+B+C 連動地震（M8.7） 

相当 
海域 A+B+C 連動地震（M8.7）  

震度 6 強 6 強  

液状化 極めて低い 極めて低い  

津波浸水深 － 

10m 以上 20m 未満 

（男鹿市最大：10.82m） 

（船川港最大：10.59m） 

 

 

 《 想定最大震度(ケース１) 》        《 想定最大浸水深(ケース２) 》28.3 月公表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 《 ケース１、２ 液状化想定 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：【「秋田県地震被害想定調査報告書」（平成 25 年 8月 秋田県）総合防災課作成】より。 

図２-２ 地震の推計震度及び、津波浸水域予測図 
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出典：【「秋田県地震被害想定調査報告書」（平成 25 年 8月 秋田県）総合防災課作成】より。 
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 Ｌ２津波  

 

 

対象津波断層モデル図 

出典：【「津波浸水想定について」（平成 28 年 3月公表 秋田県）総合防災課ホームページ】より。 
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「男鹿市津波ハザードマップ 船川地区」 
出典：【男鹿市ホームページ 津波ハザードマップ】より 
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２-３ 港湾施設の被害想定 

ケース１、ケース２について、航路・泊地、バルク岸壁、臨港道路について、被害と復旧に

要する期間を想定する。 

なお、被害と復旧に要する期間については、東日本大震災における被害事例及び復旧期間を

参考に想定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 参 照  

参考資料３－１ 「港湾機能継続協議会の関係者による被害想定の整理」 

参考資料３－２ 「港湾機能継続協議会の関係者による被害想定の整理」秋田港 

参考資料３－３ 「港湾機能継続協議会の関係者による被害想定の整理」船川港 

参考資料３－４ 「港湾機能継続協議会の関係者による被害想定の整理」能代港 

 

表２-２ 被害想定：ケース１（震度６強、津波浸水なし） 

施設 
被災 

程度 
被災状況 

緊急物資   －  

産業系 

バルク 

【公共】 

本港地区 公共 

岸壁(-10)185m1B △ エプロンに段差、陥没 

岸壁(-8)145m1B △ エプロンに段差、陥没 

岸壁(-7.5)260m2B △ エプロンに段差、陥没 

埠頭用地 8.8ha △ 陥没等 

その他 

関連施設 

航路・泊地 平沢地区、本港地区 ○ 漂流物小 

臨港道路 
貨物・緊急物資輸送に必要な

臨港道路及びその他道路 
△ 陥没、空洞、沈下等 

 

 

表２-３ 被害想定：ケース２（震度６強、津波浸水あり） 

施設 
被災 

程度 
被災状況 

緊急物資   －  

産業系 

バルク 

【公共】 

本港地区 公共 

岸壁(-10)185m1B △ エプロンに段差、陥没 

岸壁(-8)145m1B △ エプロンに段差、陥没 

岸壁(-7.5)260m2B △ エプロンに段差、陥没 

埠頭用地 8.8ha △ 陥没等 

その他 

関連施設 

航路・泊地 平沢地区、本港地区 
△ 

漂流物（原木、自動車等）

により閉塞 

△△ 沈下物により水深減少 

臨港道路 
貨物・緊急物資輸送に必要な

臨港道路及びその他道路 
△ 

陥没、空洞、沈下、自動車

等の散乱 

凡例：被害の程度の区分

記号 係留施設 航路・泊地
　埠頭用地、

臨港道路
荷役機械

○
2～3日で

応急復旧可能
直ちに使用可 直ちに使用可

2～3日で
応急復旧可能

△
1ヶ月程度で
応急復旧可能

概ね3週間程度
で応急復旧可能

概ね2週間程度
で応急復旧可能

－

△△
3ヶ月程度で
応急復旧可能

概ね3ヶ月程度
で応急復旧可能

－ －

×
2～3年の

期間を要する
6ヶ月～ － 6ヶ月～1年
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２-４ 復旧目標の設定 

緊急物資、産業系バルク、その他関連施設について復旧目標とする時期と輸送能力、岸壁数

を示す。 

復旧目標は、貨物輸送需要に対応できるように設定し、復旧に要する時間は考慮していない。 

また、被害想定による復旧目標は、２－３ 港湾施設の被害想定の中で応急復旧可能な施設 

（△、△△）より復旧の優先順位を設定している。 

復旧目標と復旧に要する時間ギャップが生じる場合は、解消するための対策を検討し、当該

港湾だけでギャップ解消が困難な場合は、代替港湾の利用等広域的な対策を検討する。 

 

 

（１）ケース１（震度６強、津波浸水なし） 

  ① 緊急物資 

船川港には耐震強化岸壁が整備されていないため、緊急物資輸送は秋田港、能代港等の代替

港湾からの陸上輸送により対応しつつ、下記②産業系バルク岸壁の早期復旧を目指す。 

 

  ② 産業系バルク 

災害発生後１ヶ月以内に２バースの復旧を目指す。その後の輸送需要の増加に対応し、２ヶ

月以内に４バースの復旧を目指す。 

産業系バルク貨物（公共）の災害発生後の輸送需要（表２－４）及び輸送需要に対する岸壁

の必要輸送能力（表２－５）を示す。 

     この必要輸送能力に対して、２－２ 被害想定ケース１における各岸壁の復旧時期（表２－６）

を比較した場合、図２－３に示すとおり発災直後から輸送能力を超える輸送需要が発生するため、

秋田港、能代港等の代替港湾からの陸上輸送により対応しつつ、早期の復旧を目指す。 

 

表２－４ 産業系バルク貨物輸送需要（公共）：万ﾄﾝ／月（ケース１） 

 

 ※上記、貨物輸送需要は、別添参考資料「復旧目標設定の考え方」Ｐ５バルク及びＰ８図表５外力

強度別操業度復旧曲線パラメータ」により算出。 

 

 

 参 照  

参考資料４ 「復旧目標設定の考え方について」 

 

表２－５ 産業系バルク貨物（公共）輸送需要に対する必要輸送能力（ケース１） 

災害発生後復旧時期 必要輸送能力 備考 

発災直後 １．５万ﾄﾝ／月  

１ヶ月以内 ２．５万ﾄﾝ／月  

２ヶ月以内 ３．０万ﾄﾝ／月  

 

表２-６ 被害想定による産業系バルク岸壁の復旧目標（ケース１） 

災害発生後 

復旧時期 
施設 

被害

想定 

※災害時 

輸送能力 
輸送能力合計 

復旧 

岸壁数 
備考 

1 ヶ月以内 
本港岸壁(-10)１Ｂ △ 1.5 万㌧/月 

2.3 万㌧/月 ２ﾊﾞｰｽ 
1.2 万㌧/月×1.3 

本港岸壁(-8) １Ｂ △ 0.8 万㌧/月 0.6 万㌧/月×1.3 

２ヶ月以内 本港岸壁(-7.5)２Ｂ △ 1.5 万㌧/月 3.8 万㌧/月 ４ﾊﾞｰｽ 1.2 万㌧/月×1.3 

 ※災害時の輸送能力は、対象施設取扱実績より通常時（平成 24 年実績）の 1.3 倍としている。（東日本大震災の事例より） 

 

 

通常時 発災直後 １ヶ月 ２ヶ月 ３ヶ月 ４ヶ月 ５ヶ月 ６ヶ月 ７ヶ月 ８ヶ月 ９ヶ月 10ヶ月
3.0万ﾄﾝ 0.3万ﾄﾝ 1.6万ﾄﾝ 2.4万ﾄﾝ 2.6万ﾄﾝ 2.6万ﾄﾝ 2.6万ﾄﾝ 2.6万ﾄﾝ 2.6万ﾄﾝ 2.6万ﾄﾝ 2.6万ﾄﾝ 2.6万ﾄﾝ
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図２-３ 産業系バルク貨物(公共)の災害後輸送需要と復旧目標（ケース１） 

 

（２）ケース２（震度６強、津波浸水あり） 

  ① 航路啓開 

津波警報解除後、３日以内の復旧を目指す。 

表２-７ 航路啓開の復旧目標 

施設 復旧時期（災害発生後の時期） 備考 

航路・泊地 3 日以内 津波警報解除後 

 

  ② 緊急物資 

ケース１に同じ。 

 

  ③ 産業系バルク 

産業系バルク貨物（公共）の災害発生後の輸送需要（表２－８）及び輸送需要に対する岸壁

の必要輸送能力（表２－９）を示す。 

     災害発生後 1 ヶ月以内に 1 バースの復旧を目指す。その後の輸送需要の増加に対応し、５カ月

以内に２バース、１年以内に完全復旧を目指す。 

 

表２-８ 産業系バルクの貨物輸送需要（公共）：万ﾄﾝ／月（ケース２） 

 

 ※上記、貨物輸送需要は、別添参考資料「復旧目標設定の考え方」Ｐ５バルク及びＰ８図表５外力

強度別操業度復旧曲線パラメータ」により算出。 
 
 

 参 照  

参考資料４ 「復旧目標設定の考え方について」 

 

表２－９ 産業系バルク貨物（公共）輸送需要に対する必要輸送能力（ケース２） 

災害発生後復旧時期 必要輸送能力 備考 

１ヶ月以内 １．５万ﾄﾝ／月  

５ヶ月以内 ２．３万ﾄﾝ／月  

 

  

通常時 発災直後 １ヶ月 ２ヶ月 ３ヶ月 ４ヶ月 ５ヶ月 ６ヶ月 ７ヶ月 ８ヶ月 ９ヶ月 10ヶ月
3.0万ﾄﾝ 0.0万ﾄﾝ 0.0万ﾄﾝ 0.2万ﾄﾝ 0.5万ﾄﾝ 0.9万ﾄﾝ 1.3万ﾄﾝ 1.5万ﾄﾝ 1.7万ﾄﾝ 1.8万ﾄﾝ 1.8万ﾄﾝ 1.8万ﾄﾝ
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０
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後

/産業系バルク貨物(公共)の災害後輸送需要と復旧目標(ﾄﾝ/月) 

２ヶ月以内に復旧 

本港岸壁(-7.5)2B 

１ヶ月以内に復旧 
本港岸壁(-10)1B 
本港岸壁(-8)1B 

貨物輸送需要 

輸送能力 

復旧目標 
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表２-１０ 被害想定による産業系バルク岸壁の復旧目標（ケース２） 

災害発生後 

復旧時期 
施設 

被害

想定 

※災害時 

輸送能力 
輸送能力合計 

復旧 

岸壁数 
備考 

1 ヶ月以内 本港岸壁(-10)１Ｂ △ 1.5 万㌧/月 1.5 万㌧/月 １ﾊﾞｰｽ 1.2 万㌧/月×1.3 

５ヶ月以内 本港岸壁(-8) １Ｂ △ 0.8 万㌧/月 2.3 万㌧/月 ２ﾊﾞｰｽ 0.6 万㌧/月×1.3 

１年以内 本港岸壁(-7.5)２Ｂ △ 1.5 万㌧/月 3.8 万㌧/月 ４ﾊﾞｰｽ 1.2 万㌧/月×1.3 

※災害時の輸送能力は、対象施設取扱実績より通常時（平成 24 年実績）の 1.3 倍としている。（東日本大震災の事例より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-４ 産業系バルク貨物(公共)の災害後輸送需要と復旧目標（ケース２） 
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１ヶ月以内に復旧 
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５ヶ月以内に復旧 

岸壁(-8)1B 

輸送能力 
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３．初動体制の確立 

３-１ 初動体制の確保 

   ・大規模な地震・津波が発生した際は、休日、夜間問わず本ＢＣＰに基づいて速やかに港湾機

能継続協議会を立ち上げるものとする。 

   ・災害発生時は、通信の途絶・混乱等により関係者間の連絡がとりにくくなる可能性があるこ

とから、以下の事象が発生した場合には、表３－１発災後に参集する関係者と連絡先一覧に

示す、複数の連絡手段により連絡をとりあい、参集可能な時間を設定し、参集した者で緊急

の対応方針を決定する。以降、毎日時間を決めて定時に参集し、１日の作業状況等の報告と

翌日の作業予定の確認を行う。会議は１時間を目途に行う。また、１日の途中で状況が急変

した場合は、随時協議会事務局に報告する。 

   ・なお、被害の拡大等により、協議会会員以外の関係者の参集が必要となる場合には、協議会

座長または副座長の判断によって、その都度、体制を組み直すものとする。 

 

    ① 船川港周辺で震度 6 弱以上を観測した場合 

② 船川港周辺で陸域への津波浸水災害が発生した場合 

※やむを得ず災害活動拠点を設置出来ない場合は、被害状況調査票や電話確認等で

情報収集し事務局において対応方針を決定する。 

 
表３-１ 発災後に参集する関係者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

能代港・船川港・秋田港港湾機能継続協議会名簿

住所（担当者在職先）

能代港 船川港 秋田港 電話番号／ＦＡＸ番号 役職 氏名 E-mail 携帯電話 携帯メール

０１８－８４７－２５１３／０１８－８８０－１０２１

秋田市土崎港西一丁目７番３５号

０１８－８４５－１６２４／０１８－８４６－００９５

秋田市土崎港西一丁目７番３５号

０１８－８４５－０７３５／０１８－８４６－４９９９

秋田市山王四丁目１番１号

０１８－８６０－２５４３／０１８－８６０－３８０４

能代市字大森山１－２

０１８５－５４－８２４６／０１８５－５２－７７３２

男鹿市船川港船川字外ケ沢１３４

０１８５－２３－３７２１／０１８５－２４－４７８０

秋田市土崎港西一丁目７番１号

０１８－８４５－２０２１／０１８－８４５－２２７０

○ ○ ○ 秋田市土崎港西二丁目５番９号

荷 荷・倉 荷・倉 ０１８－８４５－０１８５／０１８－８４５－４２２９

○ ○ 秋田市土崎港西二丁目５番９号

陸 陸 ０１８－８４５－０１８５／０１８－８４５－４２２９

○ ○ ○ 秋田市土崎港西二丁目５番９号

陸 タグ タグ ０１８－８４５－０１８５／０１８－８４５－４２２９

○ 秋田市土崎港殻保町１３０－１

荷・陸・倉 ０１８－８４５－２２９１／０１８－８４５－１８４４

○ 能代市字大森山１－２

荷・陸・倉 ０１８５－５２－５３３５／０１８５－５２－５４３５

○ 能代市能代町字下浜１－２

荷・陸 ０１８５－５２－１３００／０１８５－５４－２５００

秋田市土崎港西一丁目７番２８号

０１８－８４５－３１７８／０１８－８４５－７６６１

○ 能代市字大森山１－６

タグ ０１８５－５３－２３２９／０１８５－５３－２１４９

○ 能代市字大森山１－６

専 ０１８５-５５-０２９１／０１８５－５３－５５８７

○ 男鹿市船川港船川字芦沢２１９番地

専 ０１８５－２４－６１２１／０１８５－２４－４５５５

○ 秋田市飯島字古道下川端２１７－６

専 ０１８－８４５－４１４１／０１８－８４６－４９８８

○ 秋田市土崎港相染町字土浜２０－１

専 ０１８－８４５－０１１１／０１８－８４５－７５５６

○ 秋田市向浜二丁目１－１

専・利用 ０１８－８９６－７６４２／０１８－８９６－７６９０

○ 秋田市寺内字後城３２２－６

専 ０１８－８４５－２１０５／０１８－８４５－１５２８

○ 秋田市飯島字古道下川端２２０番７

専 ０１８－８７４－７３９３／０１８－８７４－７３９４

○ 秋田市土崎港西一丁目１３番１３号

フェリー ０１８－８８０－２３７０／０１８－８８０－２８８８

○ ○ ○ 秋田市土崎港西三丁目２－３６

建設企業 建設企業 建設企業 ０１８－８４５－３２２１／０１８－８４５－４７９５

○ 秋田市飯島字古道下川端２１７－９

利用者 ０１８－８４６－８２０２／０１８－８４６－４１９４

○ ○ 秋田市川尻町字大川反２３２

利用者 利用者 ０１８－８２３－８５１１／０１８－８６２－１５１３

○ 北秋田市川井字横呑沢５番地１３０

利用者 ０１８６－７８－２１３２／０１８６－７８－４７５５

○ 男鹿市船川港船川字芦沢２１９番地

専 ０１８５－２４－６１１１／０１８５－２４－６１１０

○ ○ ○
秋田市土崎港西一丁目１番４９号

取扱注意

関係者
関係する港 参集者

衛星携帯

○○　○○ ×××＠△△△．ｊｐ ○○○-○○○

3 函館税関秋田船川税関支署 ○ ○ ○

×××＠△△△．ｊｐ

2 第二管区海上保安本部秋田海上保安部 ○ ○ ○

○○○○1 東北地方整備局秋田港湾事務所

5 秋田県建設部能代港湾事務所 ○

4 秋田県建設部港湾空港課 ○ ○ ○

7 秋田県建設部秋田港湾事務所 ○

6 秋田県建設部船川港湾事務所 ○

11 日本通運株式会社秋田港支店

9 船川港通運株式会社

10 秋田曳船株式会社

8 秋田海陸運送株式会社

12 能代運輸株式会社

14 秋田船川水先区水先人会 ○ ○ ○

13 株式会社ダイニチ

16 東北電力株式会社能代火力発電所

15 東北ポートサービス株式会社能代営業所

18 東北電力株式会社秋田火力発電所

17
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
秋田国家石油備蓄基地事務所

20 日本製紙株式会社秋田工場

19 ＪＸＴＧエネルギー株式会社秋田油槽所

22 東部ガス株式会社秋田支社秋田LNG基地

21
秋田南部地区災害等相互応援協議会

（東西オイルターミナル株式会社秋田油槽所）

24
災害対策支援協議会秋田港湾地区委員
（東亜建設工業株式会社西奥羽営業所）

23 新日本海フェリー株式会社秋田支店

26 秋田プライウッド株式会社

25 秋田製錬株式会社

28 秋田石油備蓄株式会社　男鹿事業所

27 二ツ井パネル株式会社

：船川港関係者

○○○-○○○

※個人情報が含まれているため、

本紙は別途提供します。
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３-２ 災害対策活動拠点の確保 

   ・災害対応拠点ならびに代替拠点は以下のとおりとする。 

・拠点参集メンバーは組織の代表として自社の行動を判断できる者とする。 

 

   ◎ 災害対応拠点 ：秋田県船川港湾事務所 

   ● 災害対応代替拠点 ：男鹿市役所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３-１ 参集場所 

 

 

 

３-３ 情報連絡手段の確保  

   ・全ての関係者は、災害時の通信手段として複数の連絡手段を確認する。特に確実性の高い衛

星電話を設置することが望ましい。 

   ・使用可能であれば、電話、携帯電話、メール、ＦＡＸを使用する（別紙表３-１参照）。 

 

 男鹿市役所 

  男鹿市船川港船川字泉台 66-1 

  TEL：0185-23-2111 

  FAX：0185-23-2424  

● 
◎ 

 秋田県建設部船川港湾事務所 

  男鹿市船川港船川字外ヶ沢 134 

  TEL：0185-23-3721 

  FAX：0185-24-4780 
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船川港港湾機能継続協議会参集場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  引用先：Google マップ 
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３-４ 被害調査  

・協議会会員は発災後速やかに予備被害調査を実施し、その結果を協議会事務局に報告するもの

とする。 

・予備調査結果は、被害調査票に記入する。被害状況の報告は、調査実施の可否、実施状況等も

含め、発災後安全を確保できてから 3 時間以内を目途に第 1 報を協議会事務局で共有・集約し、

その後も新たな情報が入り次第改定するものとする。 

・予備被害調査では、自組織が保有または管理する施設・設備の被害の状況や、業務遂行機能の

現状を把握する。なお、予備被害調査は、もっぱら施設等の目視点検や電話・メール等による

被害情報収集等に基づいて、当該港湾の被災後の業務継続能力を評価し、応急復旧の方針を検

討する目的で実施するものとする。従って、施設の本格復旧のための詳細な調査は各会員機関

が別途実施することとなる。 

・被害調査票に記入する項目・内容は、各協議会会員であらかじめ整理しておくことが望ましい。 

・調査対象が重複する場合は、あらかじめ分担を決めておくこととする。 

・協議会会員が分担する被害調査の項目は以下のとおり。 

 

表３-２ 協議会会員が分担する主な被害調査の項目 

関係者 主な調査項目 備考 

・秋田県 船川港湾事務所 

・秋田県 港湾空港課 

・人的被害の有無（職員） 
・事務所の被害（事務所建物、公用車等、ラ

イフライン、燃料等） 
・業務の状態 

・港湾施設の被害（水域、陸域） 

 

・東北地方整備局 秋田港湾事務所 

・人的被害の有無（職員） 
・事務所の被害（事務所建物、業務艇、公用

車、ライフライン、燃料等）  
・業務の状態  

・港湾施設の被害（水域、陸域） 

 

・秋田海上保安部 

・人的被害の有無（職員） 
・事務所の被害（庁舎、業務艇、公用車、ラ

イフライン、燃料等）  
・業務の状態  

・港内及び周辺水域の被害（漂流物､船舶､航

路標識等） 

 

・港湾関係者 

 秋田海陸運送㈱ 

船川港通運㈱、 

 (独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

秋田プライウッドﾞ㈱ 

・人的被害の有無（従業員） 
・事務所の被害（事務所、倉庫、荷役機械、

作業車両、ライフライン、燃料等）  
・業務の状態 

・利用している港湾施設の被害（被災貨物、

上屋、荷捌地、荷役機械、設備等） 

 

・港湾建設企業 

 災害対策支援協議会 

・在港船舶の被害状況 
・出動可能な会員企業  

・使用可能な資機材 
 

・函館税関秋田船川税関支署 

・人的被害の有無（職員） 
・事務所の被害（事務所、検査機械、ライフ

ライン等）  

・業務の状態 

 

・秋田船川水先区水先人会 

・秋田曳船㈱ 

・人的被害の有無（従業員） 
・事務所の被害（事務所、作業車両、船泊、

ライフライン、燃料等）  
・業務の状態 

・利用している港湾施設の被害（設備等） 
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■被害調査票 

 ※本票は船川港周辺で震度 6 弱以上の地震が発生、または、陸域で津波浸水被害が発生した場合、 

  発災後できるだけ速やかに協議会事務局（東北地方整備局秋田港湾事務所及び秋田県建設部港湾

空港課）に提出すること 

 

  記入日   年   月   日   時 

調査対象港(いずれかに○印をつけてください) 能代港   船川港   秋田港 

 

所属： 担当者氏名：  

住所：   

使用できる通信手段の番号・アドレス（衛星電話、携帯、FAX、メール等）： 

 

 

 

 

  ●職員の安否 

全   名中     名の確認済み、内負傷者     名   

 

  ●施設・機材の被災状況（※できるだけ被害位置や状況がわかる図面等を添付してください。） 

名称 

被災状況 
○：使用可能 

△、△△： 

応急復旧に 

より使用可 

×：使用不可 

数量等 

備考 

 

(被災状況を記入してください) 

(例)事務所建物   
（例）外壁表面にクラック小 

別紙「図面１」参照 

(例)倉庫    

(例)公用車・社用車    

(例)作業車両    

(例)荷役機械    

(例)ドルフィン    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  

凡例：被害の程度の区分

記号 係留施設 航路・泊地
　埠頭用地、

臨港道路
荷役機械

○
2～3日で

応急復旧可能
直ちに使用可 直ちに使用可

2～3日で
応急復旧可能

△
1ヶ月程度で
応急復旧可能

概ね3週間程度
で応急復旧可能

概ね2週間程度
で応急復旧可能

－

△△
3ヶ月程度で
応急復旧可能

概ね3ヶ月程度
で応急復旧可能

－ －

×
2～3年の

期間を要する
6ヶ月～ － 6ヶ月～1年
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  ●ライフライン（使用可○、使用不可×） 

電気 上水 

 

  ●燃料（種類と在庫量を記入） 

種類：        日分 種類：        日分 種類：        日分 

 

  ●業務の状態 

主な業務 状態(現状と今後の見通し等を記入してください) 

  

  

  

  

（記入例）  

○○業務（例１） 

❑・・・・が故障し、復旧に 1 週間程度を要するが、原料・

・は 2 週間程度のストックがあるため、生産活動には影響し

ない。 

・・業務（例２） 

❑現在、港湾荷役機械が故障し、復旧の目処立たず、荷役が

できない状況。○月○日よりクローラークレーンによる荷役

で対応することを予定している。 

 
❑機械の故障により生産ライン停止。●月●日より生産を開

始し、△月△日頃から輸出を再開したい。 

 

❑通常行っていた業務が災害によってどうなっているのか、

また、業務の再開見込み、港湾の利用見込みなどを記入 

❑業務で使用する施設、機材、建物等の被害は、前頁で記入 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

❑被害調査票は、対策本部にて港湾施設及び港湾利用者の被害状況を共有し、港湾施設

の利用、復旧、対応を検討する上での活用を考えている。 

❑港湾の利用や復旧方針を決定する上で参考となる情報の提供をお願いします。 
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３-５ 応急復旧方針の決定  

   ・協議会会員は、参集後、被害調査の結果と本港湾ＢＣＰの方針をもとに、応急復旧方針とし

て表３－３の項目を決定する。 

次ページのとおり、参考事例を記載する。 

表３-３ 応急復旧方針として決定する項目 

項目 内容 

応急復旧 

応急復旧の 

対象施設 

①岸壁(-10)1B、②岸壁(-8)1B、③岸壁(-7.5)2B 

※被害調査の結果から、応急復旧の対象施設を選定する。 

復旧の 

優先順位 

①岸壁(-10)1B ＋岸壁(-8)1B  → ③岸壁(-7.5)2B 

 ※本行動計画の方針と被害調査の結果、地域の要請を踏まえ、

復旧の優先順位を決定する。 

揚収物の 

集積場所 

・P28 の｢図４－３ 航路啓開・臨港道路啓開の作業範囲、ガレキ集

積場所、作業船係留場所｣のとおり。 

※航路啓開の揚収物・漂流物を荷揚げするための岸壁利用が可能

であることから当該箇所に設定。なお、緊急物資等の取扱いと

輻輳するため利用調整を緊密に行う。 

役割分担 ・P32 の｢表４－３ 施設復旧に関する関係者と役割｣のとおり。 

応急復旧の 

手順 

・P33 の｢図４－５ 施設復旧の流れ｣に従い、被災状況に注意を払

いつつ、作業を進める。 

作業体制 

・被害想定に応じ関係者が確保できる作業員、作業船、建設機

械、資機材を確認する。 

・応援が必要な場合は、関係者間で調整する。 

・応急復旧に係る連絡調整定例会議を通じ、指揮・命令系統を確

認する。 

応急復旧の 

工程 

【工程表】 

 
 

緊急輸送 

緊急物資輸送 

の手順 

・P35 の「図５-１ 緊急物資輸送の流れ｣に従い、被災状況に注意

を払いつつ、作業を進める。 

作業体制 

・被害想定に応じ関係者が確保できる作業員、作業船、建設機

械、資機材を確認する。 

・応援が必要な場合は、関係者間で調整する。 

・応急復旧に係る連絡調整定例会議を通じ、指揮・命令系統を確

認する。 

幹線貨物 

幹線貨物輸送 

再開の手順 

・P37 の「図５-２ 幹線貨物輸送再開の応急復旧の流れ｣に従い、

被災状況に注意を払いつつ、作業を進める。 

作業体制 

・被害想定に応じ関係者が確保できる作業員、作業船、建設機

械、資機材を確認する。 

・応援が必要な場合は、関係者間で調整する。 

・応急復旧に係る連絡調整定例会議を通じ、指揮・命令系統を確

認する。 

情報共有と情報発信 
・関係者の報告事項、情報共有の方法を確認する。 

・情報発信の内容、スケジュールを確認する。 

ﾊﾞｰｽ数
産業系バルク

岸壁(-10) 1

岸壁(-8) 1

岸壁(-7.5) 2

対象施設 災害発生後の経過時間
３日以内 １週間以内 ２週間以内 １ヶ月以内 ２ヶ月以内
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〈参考事例〉【被害想定】ケース１（震度６強、津波浸水なし） 

施設 
 震度 6 強、津波被害無し 

被害の程度 被災状況 

航路・泊地  ○ 漂流物小 

産業系バルク 

(公共) 

①岸壁(-10) △ 1 ﾊﾞｰｽ エプロンに段差、陥没 

②岸壁(-8) △ 1 ﾊﾞｰｽ エプロンに段差、陥没 

③岸壁(-7.5) △ 2 ﾊﾞｰｽ エプロンに段差、陥没 

 埠頭用地 △ 陥没等 

臨港道路  △ 陥没、空洞、沈下等 

 

【復旧目標（バース被災状況図）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

凡例：被害の程度の区分

記号 係留施設 航路・泊地
　埠頭用地、

臨港道路
荷役機械

○
2～3日で

応急復旧可能
直ちに使用可 直ちに使用可

2～3日で
応急復旧可能

△
1ヶ月程度で
応急復旧可能

概ね3週間程度
で応急復旧可能

概ね2週間程度
で応急復旧可能

－

△△
3ヶ月程度で
応急復旧可能

概ね3ヶ月程度
で応急復旧可能

－ －

×
2～3年の

期間を要する
6ヶ月～ － 6ヶ月～1年

① 岸壁(-10)1B 

  被災想定△ 

②岸壁(-8)1B 

  被災想定△ 

③岸壁(-7.5)2B 

  被災想定△ 
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４．施設復旧のための行動計画 

４-１ 施設復旧の概要 

   ・応急復旧方針に従い、施設の応急復旧、航路啓開・安全確認、揚収物・漂流物の処理を行う。 

   ・まず、緊急物資輸送に必要な航路・泊地の啓開と施設の応急復旧を行い、その後、幹線貨物

輸送の再開に向け、その他の航路・泊地と施設の応急復旧を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-１ 施設の応急復旧の概要 

 

 ※本計画書において航路啓開とは「障害物の除去を行い、船舶交通に必要な水深を確保するまで」を指す。 

  

緊急物資輸送 

幹線物資輸送 

本復旧へ 

応急復旧 

施
設
の
応
急
復
旧 

航
路
啓
開
・
安
全
確
認 

揚
収
物
・
漂
流
物
の
処
理 

予備被害調査（所管施設） 

協議会事務局への 

情報共有 

災害発生 

港湾機能継続協議会設置 

応急復旧方針 

被害調査（詳細） 
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４-２ 航路啓開の優先順位 

   ・航路・泊地の啓開にあたり、優先順位を以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-２ 航路啓開の作業順序（イメージ図） 

 

  

【第１段階】本港地区泊地（-10ｍ ～ -8.0m ～ -7.5m） 

水深の深いところから船を着けられるようにする。 

 

【第２段階】内港地区 

港全体の施設が稼働できるようにする。 

① 
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４-３ 航路啓開・臨港道路啓開、安全確認 

（１）関係者と役割 

   ・航路・泊地、臨港道路の啓開の関係者と主な役割を表４-１に示す。 

 

表４-１ 航路啓開・臨港道路啓開に関する関係者と役割 

関係者 協議会会員 主な役割 

海上保安部 秋田海上保安部 

・航路の調査  

・航路標識の復旧、応急標識の設置  

・船舶交通の制限・見直し 

・航路の被害、復旧状況に関する広報  

港湾管理者 
秋田県港湾空港課 

秋田県船川港湾事務所 

・航路の調査  

・航路啓開 

・臨港道路啓開 

・出来形確認 

・揚収物の保管  

・航路の被害、復旧状況に関する広報  

地方整備局 
東北地方整備局 

秋田港湾事務所 

・航路の調査  

・航路啓開  

・出来形確認 

・航路の被害、復旧状況に関する広報  

港湾建設企業 

(建設業、建設コン

サルタント等) 

災害対策支援協議会 

・航路の調査  

・航路啓開  

・臨港道路啓開 

船社、タグボート 
秋田曳船㈱ 

他 船社等 

・船舶被害の調査  

・被災した船舶の撤去・処理  

港運事業者等 

専用岸壁管理者 

港湾利用者 

秋田海陸運送㈱ 

船川港通運㈱ 

(独)石油天然ガス・ 

金属鉱物資源機構 

秋田石油備蓄㈱ 

秋田プライウッド㈱ 

・被災した貨物等の回収・処理  

漁業関係者 秋田県漁業協同組合 ・被災した漁船、漁具等の回収・処理 

 

 参 照  

資料 ５－１ 「東日本大震災時航路啓開事例～航路啓開作業の状況」 

資料 ５－２ 「東日本大震災時航路啓開事例～航路啓開作業の流れ」 
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（２）作業方針  

    航路啓開の作業方針を以下のとおりとする。  

    ただし、災害後の状況によっては、関係者が協議して変更する。  

  

  ① 航路啓開の作業範囲  

   ・航路啓開の作業範囲を図４－３のとおり定める。 

 

  ② 臨港道路啓開  

   ・臨港道路啓開の作業範囲を図４－３のとおり定める。 

 

  ③ 揚収物・漂流物の集積場所  

   ・揚収物・漂流物は、取扱い岸壁への揚収を基本とする。 

   ・明らかにガレキと判断できるものの揚収場所は、図４－３ －２ｍ２号物揚場又は臨港道路

本港１号線北側緑地（4.8 ㏊）への揚収を基本とする。   

  

  ④ 作業船の係留場所  

   ・作業船の係留場所は、図４－３のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-３ 航路啓開・臨港道路啓開の作業範囲、ガレキ集積場所、作業船係留場所 

  

ガレキ集積 

予定地 

作業船係留場所 

臨港道路本港１号線

北側 緑地（4.8 ㏊） 

-2ｍ2 号物揚場 
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（３）航路啓開の活動手順  

    震災発生後の航路啓開の基本的な活動の手順は次のとおりである（図４－４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-４ 航路啓開の活動の流れ 

 

  ① 海上保安部  

   ●被害調査  

   ・海上保安部は、津波警報解除後、陸上と海上から、港内における障害物の状況を調査し、航

路啓開を担当する港湾管理者、地方整備局に情報提供を行うとともに、協議会に報告する。  

   ・港湾管理者と整備局、船社から報告を受け、情報を集約し被害状況を確認する。  

   ●航路啓開・航路の安全確認 

   ・海上保安部は、航路標識の応急復旧を行う。  

   ・港湾管理者と地方整備局から航路啓開完了の報告を受け、出来形確認の成果等により安全確

認を行う。安全が確認されれば、暫定水深による船舶交通の制限を行う。安全が確認できな

い場合は、港湾管理者と地方整備局に安全が確認できるまで航路啓開作業を行うよう指導す

る。 

   ・船舶交通制限の見直しにあたっては、暫定水深、危険水域の位置、入港時間の制限等の入港

条件を決定し、港湾管理者および地方整備局とともに広報により周知する。 

   ・暫定水深による運用を終了する場合は、所要の精度による水深の測量結果の報告を受け、安

全確認を行う。 

 

  ② 港湾管理者、地方整備局  

   ●被害調査  

   ・港湾管理者と地方整備局は、津波警報・注意報解除後、直ちに陸上と海上から、航路・泊地

における障害物の状況を目視により調査し、被害の概要を把握する。  

   ・被害を確認したら速やかに、協定を締結している港湾建設企業に協力を要請し、深浅測量、

海底地形測量、漂流物の分布調査を実施する。  

   ・港湾管理者と地方整備局は、調査結果を取りまとめ、海上保安部に情報提供を行うとともに、

協議会に報告する。 

    

  

漁業関係者
港運事業者等

専用岸壁管理者
港湾利用者

船社、タグボート 海上保安部 港湾管理者 地方整備局 港湾建設企業

支援要請

　津波警報・注意報解除

《被害状況調査》

 ・地上および船艇からの調査 ・深浅測量  ・漂流物調査

　　 報告 報告

《航路啓開》

・現場監理　　　 ・漂流物除去

・揚収物の保管 　・海底障害物除去 　・出来高確認

　報告

被災
コンテナ
回収･処理

　被災漁船、
　漁具、車両等
　回収・処理

 被災貨物、車
 両、荷役機械
 等回収・処理

回収・処理
要請・支援

　乗員の安全確
　保、火災・油
　流出等防止

　船舶被害調査
　応急措置

　被災船舶撤去

　漁船・漁具、
　車両等
　被害調査

　貨物、車両、
　荷役機械等
　被害調査

コンテナ
被害調査

《被害状況調査》
・地上および船
　艇からの調査

　航路標識の
　応急復旧

　測量成果等に
　よる安全確認

航路交通制限
の見直し

　《支援準備》
・作業船団組織
・作業員確保
・資機材確保

被災状況確認

航行制限

支援要請 
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●航路啓開  

   ・航路啓開方針を受けて、港湾建設企業に航路啓開への支援を要請し、航路啓開を実施する。  

   ・港湾管理者と地方整備局は、現場監理を行う。  

   ・まず、緊急物資や燃料油等の輸送を行う岸壁に船舶を係留できるよう、最低限必要な航路と

泊地を最優先で啓開する。  

   ・次いで、その他の岸壁を、優先順位に従って暫定供用に必要な水域及び水深まで啓開作業を

行う。 

   ・船舶の座礁・沈没により航路・泊地が閉塞している場合は、船社に対し撤去するよう要請を

行う。 

   ・啓開作業が完了したら、海上保安部に報告し、安全確認を受ける。 

   ・船舶交通制限の見直しが決定されたら、暫定水深、危険水域の位置、入港時間の制限等を海

上保安部とともに広報し、協議会に報告する。  

   ・暫定水深による運用を終了する場合は、所要の精度（別途協議会で検討）による水深の測量

結果を海上保安部に報告し、安全確認を受ける。 

 

  ③ 港湾建設企業（建設業、建設コンサルタント等） 

   ●被害調査  

   ・港湾建設企業は、港湾管理者及び地方整備局から要請があれば出動できるよう、震災発生後、

直ちに作業船団の組織、作業員の確保、資機材の確保等の航路啓開に向けた準備を行う。  

   ・港湾管理者または地方整備局からの要請を受けて、津波警報・注意報解除後、航路・泊地の

深浅測量、海底地形測量、漂流物の分布状況を調査する。 

   ・調査結果は、港湾管理者及び地方整備局に報告する。 

   ●航路啓開  

   ・港湾管理者と地方整備局の指揮の下、航路啓開作業を行う。  

 

  ④ 船社、タグボート 

   ・自社が運航する船舶が座礁・沈没等の被害をうけたら、まず、海上保安部や警察、消防の支

援を受け、乗員の安全確保と火災や油流出等の防止を行う。  

   ・自社が保有する船舶や被災貨物の被災状況を調査し、被災船舶の撤去、被災貨物の回収・処

分を行う。これらの情報は適宜、協議会に報告する。 

・先導船やタグボートなどによる入港船支援を行う。 

 

  ⑤ 港運事業者等  

   ・港運事業者等は、貨物や自社の車両や荷役機械等の流出状況を調査し、揚収された車両や荷

役機械等の回収・処分を行うとともに専用岸壁管理者及び港湾利用者の被災貨物の回収・処

分を支援する。また、それらの利用ヤードについて整理を行う。 これらの情報は適宜、協

議会に報告する。 

 

  ⑥ 専用岸壁管理者、港湾利用者 

   ・専用岸壁管理者、港湾利用者は、自社の貨物や車両、荷役機械等の流出状況を調査し、水域

への流出状況を調査し、揚収された貨物や車両、荷役機械等の回収・処分を行う。これらの

情報は適宜、協議会に報告する。 

 

  ⑦ 漁業関係者  

   ・漁業関係者は、津波警報・注意報解除後、漁船や漁具、車両等の流出状況を調査し、揚収さ

れた漁船や漁具、車両等の回収・処分を行う。これらの情報は適宜、協議会に報告する。 
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４-４ 揚収物・漂流物の処理 

（１）関係者と役割  

   ・揚収物・漂流物の処理に関する関係者と主な役割を表４-２に示す。 

 

表４-２ 揚収物・漂流物の処理に関する関係者と役割 

関係者 協議会会員 主な役割 

港湾管理者 
秋田県船川港湾事務所 

秋田県港湾空港課 

・揚収物の保管  

・揚収物・漂流物の回収・処理の支援  

船社、タグボート 
秋田曳船㈱ 

他 船社 

・船舶被害の調査  

・被災した船舶の撤去・処理  

専用岸壁管理者 

港湾利用者 

(独)石油天然ガス･金属鉱物

資源機構、秋田石油備蓄㈱、 

秋田プライウッド㈱ 

・被災した貨物等の回収・処理 

漁業関係者  ・被災した漁船、漁具等の回収・処理 

 

 

（２）作業方針 

   ・揚収物・漂流物（貨物、車両、荷役機械、漁具、漁船等）は、所有者が引き取り処分するこ

とを原則とする。  

   ・ただし、被害が甚大で所有者だけでは対応が困難な場合、または所有者が不明な場合は、港

湾管理者が支援を行うことを検討する。 

 

 

（３）揚収物・漂流物の処理の手順 

  ① 港湾管理者  

   ●揚収物・漂流物の保管  

   ・揚収物・漂流物は、早期復旧のため取扱い岸壁への揚収を基本とする。貨物や船舶、機械、

車両等については、所有者に対して仮置き場に集積していることを周知し、所有者に回収・

処理を行うよう要請する。  

   ●揚収物・漂流物の回収・処理の支援  

   ・揚収物・漂流物の回収・処分は、原則、揚収物の所有者が責任を持つが、流出物が大量に発

生し、関係者が回収・処分が困難な場合は、処理の代行等の支援を行う。  

 

  ② 船社、タグボート 

   ・船社、タグボートは、保険会社やサルベージ会社と協力して被災船舶を撤去する。  

   ・撤去の実施にあたっては、海上保安部、港湾管理者、地方整備局と撤去方法の調整を行い、

経過を報告する。  

    

  ③ 専用岸壁管理者、港湾利用者、漁業関係者  

   ・専用岸壁管理者、港湾利用者は、揚収物・漂流物に自社の所有物が含まれるか港湾管理者に

確認する。  

   ・自社の所有物が揚収物・漂流物に含まれる場合、原則として自らの責任で回収・処理する。 

   ・港湾管理者が処理を代行する場合は、権利放棄の手続きを行い必要な代金を支払う。 
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４-５ 施設復旧 

（１）関係者と役割 

   ・施設の復旧は、秋田県と、東北地方整備局が中心となってその他の関係者の協力のもとに実

施する。 

 

 

表４-３ 施設復旧に関する関係者と役割 

関係者 協議会会員 主な役割 

地方整備局 
東北地方整備局 

秋田港湾事務所 

・港湾施設の被害調査 

・港湾施設の応急復旧 

港湾管理者 
秋田県船川港湾事務所 

秋田県港湾空港課 

・港湾施設の被害調査 

・港湾施設の応急復旧 

・被災貨物・ガレキの一次保管 

港湾建設企業 

(建設業、建設コン

サルタント等) 

災害対策支援協議会 
・港湾施設の被害調査 

・港湾施設の応急復旧 

港運事業者 

陸運事業者 

倉庫事業者 

秋田海陸運送㈱ 

船川港通運㈱ 

・貨物、倉庫、荷役機械等の被害調査 

・被災貨物撤去 

・荷役機械、倉庫の応急復旧 

港湾利用者 秋田プライウッド㈱ 
・貨物、車両、荷役機械等の被害調査 

・被災貨物、車両、荷役機械等回収・処理 

船社、タグボート 
秋田曳船㈱ 

他 船社 

・船舶等の被害調査 

・被災船舶撤去 

・被災貨物回収処分 

専用岸壁管理者 

(独)石油天然ガス･ 

金属鉱物資源機構 

秋田石油備蓄㈱ 

・被害調査 

・事故防止 

 

 

（２）作業方針  

    施設復旧の作業方針を以下のとおりとする。  

    ただし、災害後の状況によっては、関係者が協議して変更する。  

 

  ① 施設復旧の作業範囲  

   ・施設復旧にあたっては、地方整備局は国の直轄工事で整備した施設の応急復旧を行う。 

   ・港湾管理者は、県で整備した施設の応急復旧を行う。  

   ・施設が近接する場合は、必要に応じていずれかが主導して応急復旧を行うこととする。  

   ・応急復旧工事の実施にあたっては、あらかじめ取り結ばれた災害時協定に基づき、地方整備

局・港湾管理者と協定団体が協力して実施する。  

 

  ② 定例会議  

   ・港湾管理者と地方整備局、港湾建設企業、並びに求めに応じて参加するその他関係者は、定

例会議を開催し、応急復旧の各種調整や情報共有を行う。  

 

  ③ 被災貨物とガレキの集積場所  

   ・撤去した被災貨物とガレキは、P28 図４－３に示してある場所に集積する。 
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（３）施設復旧の手順 

     緊急物資輸送のための応急復旧の基本的な活動の手順は次のとおりである（図４－５）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-５ 施設復旧の流れ 

 

  ① 港湾管理者・地方整備局・港湾建設企業（建設業、建設コンサルタント等） 

   ・港湾管理者と地方整備局は、災害協定を締結している港湾建設企業に支援を要請し、施設の

被害状況の詳細な調査と応急復旧工事の手順、数量等の検討に関する協力を求める。 

   ・港湾管理者は、港運事業者等と協力して被災貨物やガレキの状況を調査し、撤去と一時保管

を行う。 

   ・港湾管理者は、運輸局等関係機関との連絡調整のもとに、一時保管している被災貨物やガレ

キの所有者に対し、回収・処理を要請するとともに必要に応じて支援を行う。 

 

  ② 港運事業者、陸運事業者、倉庫事業者 

   ・港運事業者、陸運事業者、倉庫事業者は、自社が取り扱う貨物や、自社の倉庫、荷役機械等

の被害状況調査を行い、優先順位に従い応急復旧を行う。 

   ・港湾管理者と協力して、被災貨物の撤去を行う。 

 

  ③ 港湾利用者、専用岸壁管理者 

   ・港湾利用者、専用岸壁管理者は、自社の貨物や車両、荷役機械等の被害状況調査を行うとと

もに、被災した貨物や車両、荷役機械等の回収・処理を行う。 

   ・石油関連会社は、石油コンビナート等防災計画に基づき、被害状況調査を実施するとともに

被害の拡大や二次災害の発生の事故防止に努める。 

 

  ④ 船社、タグボート 

   ・船社、タグボートは、自社の船舶や被災貨物の被害状況調査を行うとともに、港湾管理者等

関係機関との連絡調整の下に、被災自社貨物等の撤去、回収処分を行う。 

  

船社
タグボート

港湾利用者
専用岸壁管理者

港運事業者
陸運事業者

倉庫事業者

港湾管理者 地方整備局 港湾建設企業

支援要請 支援要請

支援要請

《被害状況調査》

・被災貨物、 ・荷役機械 ・臨港道路 ・岸壁

　ガレキ ・荷捌地 ・上屋

《応急復旧》

・被災貨物、 ・荷役機械 ・臨港道路 ・岸壁

　ガレキの ・荷捌地 ・上屋

　撤去・保管

・船舶、コン
　テナの被害
　調査

・貨物、車両、
　荷役機械等
　の被害調査

・貨物、倉庫、
　荷役機械等
　の被害調査

航
路
啓
開

・被災貨物、
　車両、荷役
　機械等回収
　処理

・被災貨物の
　撤去
・荷役機械、
　倉庫の応急
　復旧

・被災船舶の
　撤去
・被災コンテ
　ナ回収処分

耐震強化岸壁の供用

幹線貨物輸送岸壁の供用
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５．物資輸送のための行動計画 

５-１ 緊急物資輸送  

（１）関係者と役割  

   ・緊急物資輸送の関係者と主な役割を表５-１に示す。 

 

表５-１ 緊急物資輸送用岸壁の応急復旧に関する関係者と役割 

関係者 協議会会員 主な役割 

港湾管理者 

(県災害対策本部) 

秋田県港湾空港課 

秋田県船川港湾事務所 

・緊急輸送の各方面への支援要請  

・緊急輸送の方針決定  

・緊急物資の受入体制の確保  

・緊急輸送の実施 

・港湾施設の被害調査 

・出来形確認 

・航路啓開  

・港湾施設の応急復旧  

港運事業者 

陸運業者 

倉庫業者 

秋田海陸運送㈱ 

船川港通運㈱ 

・緊急物資輸送体制の確保  

・緊急物資輸送 

東北地方整備局 
東北地方整備局 

秋田港湾事務所 

・港湾施設の被害調査  

・航路啓開 

・出来形確認 

・港湾施設の応急復旧 

港湾建設企業 

(建設業、建設コン

サルタント等) 

災害対策支援協議会 

・港湾施設の被害調査  

・航路啓開  

・港湾施設の応急復旧 

海上保安部 秋田海上保安部 

・航路の調査  

・航路標識の復旧、応急標識の設置  

・船舶交通の制限・見直し 
 ※港湾管理者の指示は、県災害対策本部の総意に基づくため同列と見なしている。 
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（２）緊急物資輸送の手順 

   ・緊急物資輸送は、地域防災計画に基づき港湾管理者の要請を受けて、実施する。  

   ・緊急物資輸送の基本的な活動の手順は次のとおりである（図５-１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５-１ 緊急物資輸送の流れ 

 

  ① 港湾管理者 

   ・港湾管理者は、地域防災計画に基づき、港運事業者、陸運業者や倉庫業者に緊急物資輸送へ

の支援要請を行い、輸送体制を確保する。 

 

  ② 港運事業者、陸運業者・倉庫業者  

   ・港運事業者、陸運業者・倉庫業者は、作業員や、トラック、倉庫・上屋、荷役機械等の状態

を確認し港湾管理者に報告する。 

 

  ③ 緊急物資輸送に向けた調整  

   ・港湾管理者は、海上輸送による緊急輸送の実施の決定を受けて、港運事業者、陸運業者、倉

庫業者に緊急物資輸送の支援要請を行う。  

   ・港湾管理者と海上保安部、港運事業者、陸運業者、倉庫業者は、緊急物資輸送に向けて、実

施時期、輸送船の船型、貨物の荷姿・品目、入港時の注意事項、配送先等について調整する。 

 

  ④ 緊急物資輸送の実施  

   ・緊急物資輸送用岸壁の供用後、港運事業者、陸運業者、倉庫業者は、必要な輸送体制を確保

し、緊急物資輸送を実施する。 

 

  

県災害対策本部
陸運業者
倉庫業者

フェリー
港運事業者

港湾管理者
地方整備局 等

支援要請　

支援要請　

報告

報告

支援要請　

支援要請　

海上保安部

緊急物資輸送の実施

 荷役体制の確保
・作業員の手配
・荷役機械の確保
・機材の確保

緊急物資輸送用岸壁の供用開

測量成果等に
よる安全確認

施設の応急復旧
航路啓開

輸送体制
の確保

緊急物資輸送
実施の決定

緊急物資輸送に向けた調整
（実施時期、輸送船の船型、貨物の荷姿・品目、

入港時の注意事項、配送先等）

 輸送体制の確保
・ﾄﾗｯｸ、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ
　の手配
・倉庫の手配

 輸送体制の確認
・作業可能なﾄﾗｯ
　ｸ、ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ、
　倉庫の確認

 輸送体制の確認
・作業可能な作
　業員、荷役機
　械、倉庫上屋
　の確認

船舶交通の制限
の見直し

始
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５-２ 幹線貨物輸送 

 

（１）関係者と役割  

   ・幹線貨物輸送の関係者と主な役割を表５-２に示す。 

 

表５-２ 幹線貨物輸送に関する関係者と役割 

関係者 協議会会員 主な役割 

税関 函館税関秋田船川税関支署 
・被害調査（調査、設備機器）  

・業務の復旧  

専用岸壁管理者 

港湾利用者 

(独)石油天然ガス･ 

金属鉱物資源機構 

秋田石油備蓄㈱ 

秋田プライウッド㈱ 

・被害調査（被災状況、業務の状態・見通

し、港湾の利用状況・見通し） 

・業務の復旧  

・被災貨物の回収・処分  

船社、タグボート 
秋田曳船㈱ 

他 船社 

・被害調査（船舶、被災貨物）  

・被災船舶撤去  

・被災貨物の回収・処分  

港運事業者 

陸運事業者 

倉庫事業者 

秋田海陸運送㈱ 

船川港通運㈱ 

・被害調査（被災状況、業務の状態・見通

し、港湾の利用状況・見通し）  

・被災貨物、ガレキ撤去  

・荷役体制の応急復旧（荷役機械、作業

員、システム）  

港湾管理者 
秋田県港湾空港課 

秋田県船川港湾事務所 

・港湾施設の被害調査  

・航路啓開 

・出来形確認 

・港湾施設の応急復旧  

地方整備局 
東北地方整備局 

秋田港湾事務所 

・港湾施設の被害調査  

・航路啓開 

・出来形確認 

・港湾施設の応急復旧  

海上保安部 秋田海上保安部 

・航路の調査  

・航路標識の復旧、応急標識の設置  

・船舶交通の制限・見直し 
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（２）幹線貨物輸送再開の手順  

   ・幹線貨物輸送再開の基本的な活動の手順は次のとおりである（図５-２）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５-２ 幹線貨物輸送再開の応急復旧の流れ 

 

 

  ① 専用岸壁管理者、港湾利用者 

   ・専用岸壁管理者、港湾利用者は、業務の状態と復旧の見通し、港湾利用再開の見通しを港運

事業者と船社に伝達する。 

   ・業務の復旧を行う。  

  

  ② 港運事業者 

   ・港運事業者は、専用岸壁管理者、港湾利用者や港湾関係者の業務復旧見通しを把握し、港湾

管理者や船社に伝達する。  

   ・港運事業者は、荷役機械の復旧や確保、システムの復旧、作業員の配置等、荷役体制の復旧

を行う。  

  

  ③ 税関  

   ・税関は、庁舎や設備機器の被害状況調査を行い、業務の復旧を行う。  

  

  ④ 船社、タグボート 

   ・船社、タグボートは、港湾利用者や港運事業者からの情報を受け、航路再開の準備を行う。  

  

  ⑤ 幹線貨物輸送に向けた調整  

   ・港湾施設の応急復旧と輸送体制の見通しがついた段階で、実施時期、使用岸壁、輸送船の船

型、貨物の荷姿・品目、通関等手続き場所、入港時の注意事項、荷役体制等の調整を行う。  

  

  ⑥ 幹線貨物輸送の実施  

   ・幹線貨物輸送用の岸壁が供用されたら、幹線貨物輸送を実施する。 

 

 

  

税関
船社

タグボート
専用岸壁管理者

港湾利用者
港運事業者

港湾管理者
地方整備局 等

海上保安部

伝達 伝達

伝達 伝達

施設の応急復旧
航路啓開

業務の復旧

船舶交通の制限
の見直し

幹線貨物輸送に向けた調整
（実施時期、使用岸壁、輸送船の船型、貨物の荷姿・品目、

通関等手続き場所、入港時の注意事項、荷役体制等）

測量成果等に
よる安全確認

幹線貨物輸送の実施 幹線貨物輸送岸壁の供用開始

 被害調査
・庁舎
・設備機器

航
路
再
開
準
備

 輸送再開の見通し
・業務状態･見通し
・港湾利用状況･見通し

 情報収集
・荷主企業や、
　港湾関係者の
　業務状態復旧
　の見通し

業務の復旧

 荷役体制の確保
・荷役機械、管
　理棟の復旧・
　確保
・作業員の配置
・ｼｽﾃﾑの復旧
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６．情報の整理と発信  

６-１ 情報の整理  

   ・各関係者の被害状況調査の結果や復旧見通し等の情報は、随時、協議会事務局に伝達する。  

   ・協議会事務局は、伝達を受けた情報を集約・共有し、適宜協議会会員に情報提供する。  

   ・なお、被害や復旧見通し等の情報は、全ての関係者がいつでも閲覧できるように港湾管理者

等の既存のホームページ等にアップする。 
 
 

６-２ 情報の発信  

（１）情報発信の体制  

   ・情報発信は、協議会の下に港湾管理者と地方整備局、海上保安部の連名で、3 者の情報媒体

（ホームページ、記者発表等）を通じて発信する。  

   ・3 者は、以下の内容について責任を持ち、発信する内容を整理する。  
 

表６-１ 情報発信の責任者と責任を持つ情報 

情報発信の責任者 責任を持つ情報 

港湾管理者 港湾の被災状況と復旧状況、応急復旧方針、港湾施設の供用再開等 

地方整備局 港湾の被災状況と復旧状況、応急復旧方針 

海上保安部 海上交通安全、航泊禁止の解除等 

 
 

（２）情報発信の方法  

   以下の方法により随時情報発信を行う。  

  ① 港湾関係者及び港湾利用者への発信  

   ・記者発表、ホームページへの掲載  

  ② 協議会会員への発信  

   ・上記の他、電話、ＦＡＸ、E-mail、掲示板等を使用して周知する。  
 
 

（３）発信する情報  

   発信する情報は以下のとおりとする。  
 

表６-２ 発信する情報 

項目 内容 

応急復旧方針 応急復旧方針で定めた対象施設、スケジュール等 

港湾施設の被災状況と復旧状況 施設の使用の可否、復旧工事の状況、供用の状況等 

港湾施設の供用再開 航路・岸壁の供用再開の決定、船舶の入港等（３者連名） 

海上交通安全 船舶航行にあたっての注意事項や、航行禁止水域等 

航泊禁止の解除等 航泊禁止の解除等、水域、吃水制限 

 

 参 照  

参考資料６ 「東日本大震災時供用岸壁公表事例～利用可能岸壁の公表」 
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７．継続的な見直し（ＰＤＣＡ）の実行  

本港湾ＢＣＰで定めた事前対策の実施状況、各関係者の事業の状況、災害や港湾ＢＣＰ等に

関する新たな知見、港湾物流の最新動向等の最新情報に基づき、本港湾ＢＣＰを継続的に見直し

（ＰＤＣＡサイクル）、改善により有用で実効性の高い計画に更新する。  

港湾ＢＣＰの見直しと改善は、以下のとおり実施することとする。  

  

   ○港湾ＢＣＰの見直しを毎年実施する。  

   ○大規模な計画の見直し（上位計画の変更など）は協議会で協議する。  

   ○軽微な変更は連絡調整会議等事務レベルの会議で協議する。 

 

 

８．港湾機能を継続するための練習・訓練の実施  

    年に１回、関係者による訓練を実施する。  

  

（１）必要な機材  

   ・訓練の内容に応じて対応する。 

  

（２）訓練の内容  

   ・ 訓練内容はその都度事務局が検討を行い、各会員にお知らせする。 

 

表８－１ 訓練テーマと対応する訓練方法 

 

 

（３）訓練の履歴  

年 度 実施日 訓練手法 訓練メニュー 参加人数 

27 年度 H27.12.17 ワークショップ 

・被害想定 

・復旧の優先順位の決定 

・航路啓開の段階設定 

・上記の課題抽出 

30 人 

28 年度 H29.2.17 
ロールプレイング 

(シナリオ開示型) 

・予備被害調査訓練 

・応急復旧方針決定訓練 
28 人 
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（３）訓練の履歴  

表８－２ 訓練の履歴 

年 度 実施日 訓練手法 訓練メニュー 参加人数 

27 年度 H27.12.17 ワークショップ 

・被害想定 

・復旧の優先順位の決定 

・航路啓開の段階設定 

・上記の課題抽出 

30 人 

28 年度 H29.2.17 
ロールプレイング 

(シナリオ開示型) 

・予備被害調査訓練 

・応急復旧方針決定訓練 
28 人 

29 年度 H29.11.2 情報伝達 

・被害調査票の作成 

・被害情報の送信訓練 

・被害情報の集約 

24/28 

機関 

30 年度 H30.11.7 情報伝達 

・被害調査票の作成 

・被害情報の送信訓練 

・被害情報の集約 

25/28 

機関 

 

９．災害対応力をさらに強化するためのソフト・ハード両面の改善計画（案） 

表９－１ 災害対応力を強化するための改善計画（案） 

項目 課題 改善策 実施時期 実施主体 

初動体制 衛星電話の配備 

通信手段の確保のため

関係者は衛星電話の完

備に努める。 

随時 
港湾物流企業  

荷主企業 

施設復旧 

被害想定ケース２で

は、能代港、船川港及

び秋田港の同時被災を

想定しているが、施設

復旧に不可欠な海上作

業船が津波により被災

を受けることで、早期

復旧が困難となる。 

早期復旧に資する県外

からの広域支援体制等

のあり方について広域

協議会における検討結

果を踏まえ、本行動計

画に位置づけする。 

平成 28 年 2

月 29 日付け

で「港湾関係

での災害発生

時における応

急対策業務に

関する包括的

協定」を締結 

協定者 

耐震強化岸壁が存在し

ないため、緊急物資輸

送に対応する岸壁が無

い。 

耐震強化岸壁の整備計

画もしくは、秋田港等

からの緊急物資輸送を

考慮する。 

 港湾管理者 

幹線貨物輸送 

限られた岸壁を使用し

てバルク貨物を輸送す

る場合、貨物が混在す

る。 

岸壁の供用が可能な品

目を事前に調整する。 
 

港湾管理者 

港湾物流企業 

荷主企業 
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１０．広域連携計画 

 

  発災後の港湾機能の早期回復を図るためには、行動計画に基づき自地域内での対応が基本である

として本計画を策定している。 

  東日本大震災の教訓を踏まえ、大規模地震・津波発生時は自地域内対応が困難となることが想定

され、早期回復が遅れる可能性があることから、広域連携計画を策定する。 

 

 

１０－１ 広域連携の考え方 

 

  東日本大震災では、港湾施設と荷役体制の早期復旧が求められたが、建設資材や荷役機械の多く

が機能喪失し、職員も被害者となる困難の中での作業となった。 

また、広域災害であったために、地域内だけで必要な資機材を確保することは困難な状況であ

った。 

このような中で、国の機関や業界団体から、広く必要な資機材や人材の支援を受け、港湾機能

の回復が可能となった。 

 

 

船川港が単独で輸送能力を確保できない場合には、当該港湾の関係者による対策に加えて、以

下のような資機材を、広域調達するための方策について準備しておくことが重要である。 

❑航路啓開に必要な作業船団や資機材 

❑荷役を行うために必要な荷役機械や車両、事務機器等 
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１０－２ 航路啓開 

 

  大規模地震や津波等の非常災害が発生した際には、港湾管理者と東北地方整備局は港湾法及び災

害対策基本法に基づき、迅速に航路啓開を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10-1 航路啓開の広域調達イメージ 

 

 

  なお、広域調達におけるオペレーションは、港湾管理者からの要請により東北地方整備局が中心

となって、災害協定団体に支援を要請し、航路啓開に必要な作業船団や復旧資機材を調達する。

 東北地方整備局は、関係機関と調整し、優先啓開港を決定する。 

各港では、広域調達した資機材を用いて航路啓開を実施する。 

 

 

 

１０－３ 荷役機械 

 

 東日本大震災では、地震や津波により多くの荷役機械が損傷し使用できない状況となった。 

 大型の荷役機械の修理や新規購入には数ヶ月～1 年の時間を要し、復旧するまでの間、代替の機械

を導入して荷役を実施したケースもあった。 

 加えて、東北から関東の太平洋沿岸一円に至る広域災害であったため、地域内で必要な資機材を全

て確保することは困難な状況であった。 

 このような中で、業界団体や、他港湾の同業者等からの支援が有効であった。 

 

 港湾管理者、港湾運送事業者等、荷役機械を所有・管理及び利用する関係者は、業界団体や他港湾

の同業者、グループ会社等と連携し、大規模災害時に荷役機械を広域調達するための方策について、

事前に対策を講じておくことが有効である。  
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１０－４ 代替輸送 

 

  東日本大震災では、太平洋側の港湾が被災し、貨物を受け入れできなくなり、これらの港湾が復

旧するまでの間、日本海側等の港湾が代替輸送港湾として貨物を受け入れた。（図１０－２参照） 

代替輸送港湾として機能した港湾では、通常時を上回る貨物の対応、輸送能力の増強、保管場

所の確保、施設の利用調整等が必要となった。 

 

  船川港 港湾機能継続協議会においては、被災港湾の被災状況や復旧状況、応急復旧方針等の情

報を踏まえ、引き続き、船川港を代替港湾として機能させるため、平常時からヤード蔵置能力や

港湾輸送業などの輸送能力の確保、減災に向けた事前対策について着実に進め、港湾機能の充実

を図るものとする。 

  なお、各委員のバックアップ体制が整っている場合は、上述にこだわることなく対応を行うこと

とする。 

（代替輸送港湾：被災港湾において必要な輸送能力を確保できない場合に、被災港湾に代わって貨物を輸送する港湾） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10-2 コンテナ貨物の代替輸送のイメージ 

 


